
 

 

                                                                        

（令和６年２月９日発表） 

 

「第３回学校の未来を語る会（清水区）」の開催 

 
 

◆ ア ピ ー ル ポ イ ン ト 

 今年度４月に施行された「こども基本法」では、「子どもに関す

る施策を決める際は、当事者である子どもの意見を聴くこと」が

国と地方公共団体に義務付けられています。 

 学校教育課では、これからの時代にふさわしい学校の姿につい

て、当事者である子どもや若い教員の意見を聞こうと「学校の未

来を語る会」を計画しました。 

◆ 内 容 な ど 

○日 時：令和６年２月 13 日（火）14：00～16：00 

○会 場：清水区役所 ３階第１会議室 

○参加者：清水第二中、清水岡小、清水浜田小、清水船越小の児童

生徒２０名、清水区内の若手教員２４名 

○内 容 

(1)開会あいさつ、趣旨説明 

(2)語り合い 

〔子どもグループ、教員グループに分かれて行います。〕 

   こんな授業だったらいいな、こんな先生だったらいいな等を

テーマに意見交換 

(3)全体共有、振り返り（アンケート） 

(4)閉会あいさつ 

 

○【第１回（葵区）で子どもたちから出た主な意見】 

 自分が学びたいことが学べる学校 

 それぞれの人に合った授業ができる学校 

 誰にでも一日一回楽しいことがある学校 

 もっと子どもが企画・運営できる学校 

 いろいろな先生に相談できる学校 

◆ そ  の  他 
ご取材いただける場合は、事前に下記へご連絡いただくようお願い

します。 

【問合せ】 静岡市教育委員会 学校教育課 

教育課題係（清水庁舎８階） 

電話  ０５４－３５４－２５２１ 

報道資料 

別紙資料  有 ・ 無 

 

ぜひ取材をお願いします 


